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○御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

平成１７年７月１１日 

規則第１４号 

改正 平成２０年１０月２７日規則第３９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１

７年御殿場市条例第１４号。以下「条例」という。）の施行に関し、公の施設の指定管

理者の指定の手続等について必要な事項を定める。 

（指定管理者の公募に関する事項） 

第２条 条例第２条の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者を公募するときは、次に掲げる事項をあらかじめ公告等の方法により公

表することとする。 

ア 施設の概要 

イ 管理の基準、管理業務の範囲及び内容 

ウ 管理の指定の期間 

エ 利用料金に関する事項 

オ 申請の方法、申請の期間 

カ 指定管理者の資格要件 

キ 選定の基準 

ク その他申請に必要な事項 

(2) 公募の期間は、前号に掲げる公表の日から起算して３０日以上設けることとする。 

（指定の申請に関する事項） 

第３条 条例第３条の規定による規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

(2) 事業計画書 

(3) 定款の写し及び登記事項証明書（全部事項証明書に限る。）又は法人若しくは団体

の概要がわかるもの 

(4) 経営状況を示す書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（一部改正〔平成２０年規則３９号〕） 

（指定等の通知に関する事項） 

第４条 条例第６条第１項の規定による選定した者への指定の通知は、指定管理者指定通

知書（様式第２号）により行う。 
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２ 条例第６条第２項の規定による指定管理者への指定取消しの通知は、指定管理者指定

取消し通知書（様式第３号）により行う。 

３ 条例第６条第２項の規定による指定管理者への業務の全部又は一部の停止を命ずる通

知は、指定管理者業務停止命令書（様式第４号）により行う。 

（協定で定める事項） 

第５条 条例第７条の規定において協定で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 指定の期間に関する事項 

(2) 事業計画、業務範囲及び内容に関する事項 

(3) 利用料金に関する事項 

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項 

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項 

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

(7) その他管理業務等の遂行に関し、必要な事項 

（利用料金の事前承認に関する事項） 

第６条 条例第８条第２項及び第３項の規定に基づく利用料金の承認申請に必要な書類は、

次のとおりとする。 

(1) 利用料金（設定・減額・免除）承認申請書（様式第５号） 

(2) 収支計画書（様式第６号） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第８条第２項及び第３項の規定に基づく市長の承認は、利用料金承認書（様式第

７号）により行うものとする。 

（事業報告に関する事項） 

第７条 条例第９条の規定に基づき提出する書類は次のとおりとする。 

(1) 事業報告書（様式第８号） 

(2) 収支報告書（様式第９号） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年１０月２７日規則第３９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則施行の日前に、改正前の御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関す

る条例施行規則、御殿場市墓地、埋葬等に関する規則及び御殿場市指定地域密着型サー

ビス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定に

よりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の御殿場市公の施設の指定管理者の指

定手続等に関する条例施行規則、御殿場市墓地、埋葬等に関する規則及び御殿場市指定

地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す

る規則の規定による手続、処分その他の行為とみなす。 
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様式第１号（第３条関係） 

（一部改正〔平成２０年規則３９号〕） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第６条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

様式第９号（第７条関係） 

 


